
国道３３３号と２４２号の２本が町を縦貫してい

るほか、道央圏とオホーツク圏を結ぶ高規格幹線

道路が、遠軽町まで開通しています。

問合せ先

〒099-0403

紋別郡遠軽町一条通北１丁目１番地１

遠軽町保健福祉総合センター

遠軽町民生部保健福祉課
（保健予防担当）

(TEL)0158-42-4813

(FAX)0158-49-3120

(E-mail)e-hoken@engaru.jp

(URL)https://engaru.jp/

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付制度

【募集要項】
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Ⅰ 制度の概要                                    

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付制度は、地域医療を担う医師の養成及び確保を図り、

遠軽町民への安定的な医療提供体制を確立するため、旭川医科大学の医学生を対象に、修学に必要な資

金を貸付します。 

本制度は、貸付を受けた医学生に、遠軽町の地域医療の現状を知ってもらうために、遠紋第二次医療

圏の地域センター病院であるＪＡ 北海道厚生連遠軽厚生病院（以下、遠軽厚生病院という。）で、臨床

研修を一定の期間、受けることを条件に、貸付けした修学資金貸付金の返還を免除します。 

 

１ 貸付対象者 

この修学資金は、旭川医科大学医学部医学科の在学生及び卒業生（卒業した年度の医師国家試験に

不合格になった者で、翌年度の医師国家試験までの期間に限ります。）が対象となります。 

 

２ 貸付けの条件等 

（１）貸付金額について 

 修学資金の貸付金額は、月額５万円です。 

 

（２）貸付期間について  

修学資金の貸付期間は、貸付決定の月から大学を卒業する月までの期間、最大で６年間の借入が

可能です。 

なお、次の場合は申請により貸付期間を１年間延長し、その間も貸付金を交付します。 

① 留年したとき 

② 卒業年度に実施される医師国家試験に合格しなかったとき 

 

（３）貸付条件について  

遠軽町が指定する医療機関で、初期臨床研修を２年、後期臨床研修を２年以上、受けなければな

りません。 

 

（４）修学資金の併用について  

次の修学資金を除き、他の自治体や医療機関等が貸付ける修学金と併用することはできません。 

① 北海道が貸付ける修学資金 

② 旭川医科大学が貸付ける修学資金 

③ 遠軽町が貸付ける奨学資金 

④ 遠軽町内の医療機関が貸付ける修学資金 

⑤ 初期臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金 

 

３ 募集人員 

募集人員は、各学年（第１学年～第６学年）２名程度を予定しています。 

 

http://www.city.furano.hokkaido.jp/Files/1/07510/attach/26_%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf#page=2
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Ⅱ 修学資金の返還の免除                               

 

次のいずれかに該当するときは、修学資金の返還を全額免除します。 

  

１ 臨床研修の実施 

  大学を卒業した日から１年を経過する日の属する月の末日までに医師国家試験合格後（不合格を１

回のみ認めます。）、次の初期臨床研修及び後期臨床研修を受けたとき 

 

（１）初期臨床研修（①または②のいずれか） 

① 遠軽厚生病院の研修プログラムに沿って２年間、研修を受けたとき（研修科目によっては、旭

川医科大学病院での研修となる場合があります。） 

 

② 旭川医科大学病院の研修プログラムに沿った２年間の研修のうち、１年間を遠軽厚生病院及び

遠軽町内の地域医療実習の協力医療機関で研修を受けたとき 

 

（２）後期臨床研修 

遠軽厚生病院又は旭川医科大学病院の研修プログラムに沿って、初期臨床研修終了後５年以内に

２年以上研修を受けたとき 

 

２ その他 

臨床研修上の事由により死亡し、又は臨床研修に起因する心身の故障のため、臨床研修の継続が

困難であると認められるとき 

 

Ⅲ 申し込み手続き                                  

 

申し込みには連帯保証人が必要です。遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付申請書に必要な

書類を添付して、次によりお申し込みください。申請書等関係書類は遠軽町ホームページからダウンロ

ードできます。 

なお、提出された書類は返却いたしません。 

 

１ 提出書類 

① 遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付申請書（様式第１号） 

② 誓約書（様式第２号） 

③ 戸籍抄本又はこれに代わる書面 

④ 在学証明書 

⑤ レポート（地域医療に対する考え、貸付けを希望する動機等を８００字程度） 

 

２ 連帯保証人 

申請にあたっては、連帯保証人が２名必要となります。 
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連帯保証人は独立の生計を営む成年で、修学資金の貸付が決定した場合には、申請者と連帯し修学

資金の返還債務を負うことになります。 

 

３ 申込期限 

    令和５年４月２８日（金） 必着  

 

※ なお、募集人員が定員に達しなかった場合は、定員に達するまで随時、募集を受け付けます。

詳細については、下記の申込先までお問い合わせください。   

 

４ 提出方法 

直接持参（午前８時４５分から午後５時３０分）または郵送により提出してください。 

また、郵送の場合は、封筒の表に「医師養成確保修学資金貸付申請書在中」と朱書きし、簡易書留

により郵送してください。 

 

５ 申込先 

  遠軽町民生部保健福祉課保健予防担当 

  （住 所） 〒０９９－０４０３ 

         紋別郡遠軽町一条通北１丁目１番地１ 

          遠軽町保健福祉総合センター「げんき２１」内 

  （電 話） ０１５８-４２-４８１３ 

  （ＦＡＸ） ０１５８-４９-３１２０ 

 

Ⅳ 貸付けの決定と手続き                               

 

１ 貸付者の決定 

（１）面接等について 

申請内容を審査し、面接を実施します。具体的な面接の日時・場所は、別途お知らせします。 

 

（２）貸付けの適否について 

書類審査、面接の結果により、貸付けの適否を決定し、その旨を本人に書面で通知します。 

 

２ 貸付けの手続き 

貸付けの決定の通知を受けた方は、速やかに「遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金借用証書

（様式第３号）」を提出してください。 

なお、連帯保証人については、印鑑証明書を添付してください。 

また、印紙など借用証書の作成に要する費用は、申請者の負担となります。 

 

３ 貸付金の交付 

貸付金は、毎月２１日までに指定の銀行口座に振り込みます。なお、初回の貸付金の交付の時期に
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ついては別途通知します。 

 

４ 貸付け決定の取消し 

次のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消します。 

なお、貸付けの決定が取消された場合には、貸付金を返還していただきます。 

① 貸付けを受けることを途中で辞退したとき 

② 大学を退学したとき 

③ 疾病その他の理由により修学が困難になったとき 

④ その他修学資金の貸付け目的を達成する見込みがなくなったとき 

 

Ⅴ 貸付けの休止と貸付期間の延長                           

 

１ 貸付けの休止 

貸付けを受けた者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学又は停学の処分を受けた日の属

する月の翌月から復学した日の属する月までの分の修学資金の貸付けを停止します。 

また、この場合において、これらの月の分として既に貸付けされた修学資金があるときは、復学し

た日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けされたものとみなします。 

なお、休学が疾病その他やむを得ない理由であるときは、決定した貸付けの期間を延長する場合が

あります。 

 

２ 貸付期間の延長 

次の場合は、申請により貸付期間を延長し、その間も修学資金を交付します。 

① 留年をしたとき（１年間限り） 

② 卒業年度に実施される医師国家試験に合格しなかったとき（翌年度の医師国家試験の合格発表

までの期間） 

 

※ 貸付期間を延長しようとするときは、「遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付期間延長申

請書（様式第５号）」に申請の理由を証明する書類を添付して提出してください。 

 

Ⅵ 貸付金の返還等                                  

 

１ 貸付金の返還 

次に該当する場合は、返還事由が生じた日の属する月の翌月の末日までに、貸付金に違約金を加算

し一括返還していただきます。 

① 修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき 

② 大学を卒業した日から１年を経過する日の属する月の末日までに医師国家試験に合格しなか

ったとき 

③ 前記Ⅱの１で規定する初期臨床研修及び後期臨床研修を受けなかったとき 
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２ 違約金 

貸付金の返還が生じた場合は、貸付けた日から貸付期間が満了した日（または、貸付けの決定を取

り消した日）までの期間に応じ、貸付けた額につき年１０％の割合で計算した違約金を加算し返還し

ていただきます。 

 

３ 遅延利息 

修学資金を返還期限までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に

応じ、返還すべき額につき年１５％の割合で計算した遅延利息を徴収します。 

 

４ 返還の猶予 

次のいずれかに該当する場合は、各々の定める期間、貸付けた修学資金の返還の債務の履行を猶予

する場合があります。 

① 貸付けの決定を取り消された後も引き続き大学に在学しているとき（在学する期間） 

② 心身の故障、災害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難になったと

認められるとき（その理由が継続する期間） 

 

※ 貸付金返還の猶予を受けようとするときは、「遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金返還猶予

申請書（様式第７号）」に申請の理由を証明する書類を添付して提出してください。 

 

５ 返還の債務の減免 

次のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除する場合があります。 

また、違約金、遅延利息についても、同様にその全部又は一部を免除する場合があります。 

① 本人が死亡したとき 

② 本人が重度の心身障害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難である

と認められるとき 

 

※ 貸付金返還の債務の減免を受けようとするときは、「遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金返

還金等減免申請書（様式第６号）」に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出して

ください。 
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Ⅷ 各種届出等                                  

  

１ 各種届出 

 次のいずれかに該当することになった場合には、速やかに関係する書類を提出してください。 

届出が必要な事由 届出書類【様式】 

何らかの理由で連帯保証人が欠けたとき 
連帯保証人変更届出書 

【様式第４号】 

氏名・住所を変更したとき 
氏名等変更届出書 

【様式第８号】 

卒業・退学したとき 
卒業（退学）届出書 

【様式第９号】 

休学したとき・停学の処分をうけたとき 
休学（停学）届出書 

【様式第１０号】 

復学したとき 
復学届出書 

【様式第１１号】 

医師国家試験に合格したとき 
医師免許取得届出書 

【様式第１２号】 

初期臨床研修を開始・終了したとき 
初期臨床研修開始（終了）届出書 

【様式第１３号】 

後期臨床研修を開始・終了並びに貸付金返還の債務

の免除を受ける期間に達したとき 

後期臨床研修開始（終了・期間満了）届出書

【様式第１４号】 

臨床研修を中止・休止・復帰したとき 
臨床研修中止（休止・復帰）届出書 

【様式第１５号】 

連帯保証人が住所・氏名・職業を変更したとき 
連帯保証人住所等変更届出書 

【様式第１６号】 

本人が死亡したとき 
借受者死亡届出書 

【様式第１７号】 

 

２ 申請書類関係 



様式第１号（第３条関係） 

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付申請書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

申請者氏名（自署）           

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金の貸付けを受けたいので、遠軽町旭川医科大

学医師養成確保修学資金貸付条例第４条第１項の規定により、次のとおり関係書類を添え

て申請します。 

修学資金の貸付金額 月額      円 

修学資金の貸付期間 年  月分から    年  月分まで（  月分） 

申

請

者 

氏名  

生年月日 年  月  日（満  歳） 

本籍  

住所（居住地）  

電話番号 （   ）   － 

帰省先住所  

電話番号 （   ）   － 

連

帯

保

証

人 

氏名   

生年月日 年  月  日 年  月  日 

申請者との関係   

本籍   

住所   

電話番号 （   ）   － （   ）   － 

職業   

参考事項   

上記申請者に係る遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金について、一切の債務を連

帯して保証します。 

 

遠軽町長         様 

 

年  月  日 

連帯保証人 氏名（自署）           

連帯保証人 氏名（自署）           

 



様式第２号（第３条関係） 

 

誓約書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

申請者 住所             

氏名（自署） 

 

法定代理人 住所             

氏名（自署）             

 

私は、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金の貸付けを受けるときは、遠軽町旭川

医科大学医師養成確保修学資金貸付条例及び遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金

貸付条例施行規則の規定を遵守し、遠軽町長が指定する医療機関において、所定の期間、

初期臨床研修及び後期臨床研修を受けることを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第４条関係） 

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金借用証書 

  

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

借受者 住所            

氏名            ㊞  

 

連帯保証人 住所            

氏名            ㊞  

 

連帯保証人 住所            

氏名            ㊞  

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金として、次のとおり借用します。 

なお、返還については、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例の定めると

ころに従い、誠実に相違なく返還します。 

 

１ 借受額 

月額        円 

２ 借受期間 

  年  月分から  年  月分まで（  月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 連帯保証人の印鑑証明書を添付すること。 

収入印紙 



様式第４号（第６条関係） 

 

連帯保証人変更届出書 

 

年  月  日  

遠軽町長         様 

 

借受者 住所              

氏名（自署）             

 

連帯保証人の変更があったので、次のとおり届け出ます。 

新

連

帯

保

証

人 

氏名  

生年月日 年  月  日 

借受者との関係  

本籍  

住所  

電話番号 （   ）   － 

職業  

旧

連

帯

保

証

人 

氏名  

生年月日 年  月  日 

借受者との関係  

本籍  

住所  

電話番号 （   ）   － 

職業  

変更の理由  

上記借受者に係る遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金について、一切の債務を連

帯して保証します。 

 

遠軽町長         様 

 

年  月  日  

連帯保証人 氏名（自署）           

 

※ 新連帯保証人の印鑑証明書を添付すること。 



様式第５号（第７条関係） 

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付期間延長申請書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

申請者 住所               

（借受人）氏名（自署）           

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金の貸付期間の延長を受けたいので、遠軽町旭

川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例第３条第２項又は第６条第３項の規定により、

次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

延長の期間 

    年  月分から    年  月分まで（  月分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申請の理由を証明する書類を添付すること。 



様式第６号（第１０条、第１２条関係） 

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金返還金等減免申請書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

申請者 住所            

氏名（自署）          

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例第９条第３項又は第１１条の規定

による返還金（違約金、遅延利息）の減免を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて

申請します。 

 

１ 借受者 

 

２ 貸付金額 

           円 

３ 返還金（違約金、遅延利息）額 

           円 

４ 減免申請額 

           円 

５ 申請の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 本人の申請が不可能な場合の申請者は、連帯保証人とする。 

※２ 減免を受けようとする事由を証明する書類を添付すること。 



様式第７号（第１１条関係） 

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金返還猶予申請書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

申請者 住所            

氏名（自署）          

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例第１０条の規定により、遠軽町旭川

医科大学医師養成確保修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けたいので、次のとおり関

係書類を添えて申請します。 

 

１ 未返還額 

           円 

２ 猶予期間 

      年  月  日から    年  月  日まで 

３ 申請の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 申請の理由を証明する書類を添付すること。 



様式第８号（第１３条関係） 

 

氏名等変更届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

借受者 住所            

氏名（自署）          

 

住所（氏名）を変更したので、次のとおり届け出ます。 

 

変更の内容 変更前 変更後 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 氏名の変更の場合は、戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付すること。 



様式第９号（第１３条関係） 

 

卒業（退学）届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

借受者 住所            

氏名（自署）          

 

旭川医科大学を卒業（退学）したので、次のとおり届け出ます。 

 

卒業（退学）年月日    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 卒業の場合は、卒業証書の写しを添付すること。 



様式第１０号（第１３条関係） 

 

休学（停学）届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

借受者 住所            

氏名（自署）          

 

旭川医科大学 
を休学した 

ので、次のとおり届け出ます。 
から停学の処分を受けた 

 

１ 休学（停学）期間 

    年  月  日から    年  月  日まで 

２ 休学（停学）理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 休学が疾病によるものであるときは、医師の診断書を添付すること。 



様式第１１号（第１３条関係） 

 

復学届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

借受者 住所            

氏名（自署）          

 

旭川医科大学に復学したので、次のとおり届け出ます。 

 

 復学年月日    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１２号（第１３条関係） 

 

医師免許取得届出書 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

借受者 住所            

氏名（自署）          

 

医師免許を取得したので、次のとおり届け出ます。 

 

１ 医籍登録番号 

           号 

２ 登録年月日 

    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 医師免許の写しを添付すること。 



様式第１３号（第１３条関係） 

 

初期臨床研修開始（終了）届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

借受者 住所            

氏名（自署）          

 

初期臨床研修を開始（終了）したので、次のとおり届け出ます。 

 

１ 臨床研修病院の名称 

 

２ 臨床研修開始（終了）年月日 

      年  月  日 

３ 遠軽町内での研修予定（実績）※初期臨床研修を旭川医科大学病院で受ける場合 

（１）医療機関名 

 

（２）研修期間 

       年  月  日から    年  月  日まで 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

      年  月  日 

 

所在地                  

 名 称                  

病院長                 

  ※署名又は記名押印           

  

 



様式第１４号（第１３条関係） 

 

後期臨床研修開始（終了・期間満了）届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

借受者 住所            

氏名（自署）          

 

初期臨床研修を開始（終了）したので、次のとおり届け出ます。 

 

１ 臨床研修病院の名称 

 

２ 臨床研修開始（終了・期間満了）年月日 

      年  月  日 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

      年  月  日 

 

所在地                  

 名 称                  

病院長                 

※署名又は記名押印           

 

 



様式第１５号（第１３条関係） 

 

臨床研修中止（休止・復帰）届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

連帯保証人 住所            

氏名（自署）          

 

臨床研修を中止（休止、復帰）したので、次のとおり届け出ます。 

 

１ 中止（休止、復帰）年月日 

      年  月  日 

２ 中止（休止）理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１６号（第１４条関係） 

 

連帯保証人住所等変更届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

連帯保証人 住所            

氏名（自署）          

（借受者の氏名         ）  

 

住所（氏名、職業）を変更したので、次のとおり届け出ます。 

 

変更の内容 変更前 変更後 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１７号（第１５条関係） 

 

借受者死亡届出書 

 

年  月  日  

 

遠軽町長         様 

 

届出義務者 住所            

氏名（自署）          

 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金の借受者が死亡したので、次のとおり届け出

ます。 

 

１ 死亡した借受者の氏名 

 

２ 死亡年月日 

      年  月  日 

３ 死亡原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 借受者の死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添付すること。 



【【【【参考参考参考参考】】】】    

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付基金条例 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例 

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例施行規則 



○遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付基金条例 

（設置） 

第１条 地域医療を担う医師の養成及び確保を図り、町民への安定的な医療提供体制を確

立するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定に基づき、

遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付基金（以下「基金」という。）を設置す

る。 

（基金の額） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編

入するものとする。 

（基金の処分） 

第５条 基金は、第１条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができ

る。 

２ 前項に定める処分のほか、預入金融機関が破たんしたときは、基金を当該金融機関の

地方債の繰上償還に要する費用として処分することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 



○遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例 

（目的） 

第１条 この条例は、旭川医科大学医学部医学科の在学生及び卒業生を対象に修学に必要

な資金の貸付けを行うことにより、地域医療を担う医師の養成及び確保を図り、町民へ

の安定的な医療提供体制を確立することを目的とする。 

（貸付対象） 

第２条 貸付けの対象者は、旭川医科大学医学部医学科の在学生及び卒業生（卒業した年

度の医師国家試験に不合格になった者で、翌年度の医師国家試験までの期間に限る。）

とする。 

（貸付条件） 

第３条 修学資金の貸付金額は、月額５万円とする。 

２ 修学資金の貸付期間は、６年以内とする。ただし、町長は、特に必要と認める場合は、

１年を超えない範囲内において貸付期間を延長することができる。 

３ 修学資金の貸付けは、無利子とする。 

４ 貸付けを受ける者は、医師国家試験に合格した後、町長が指定する医療機関で医師法

（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第１項の規定に基づく臨床研修（以下「初

期臨床研修」という。）を２年、後期臨床研修を２年以上受けなければならない。 

５ 貸付けを受ける者は、次に掲げる修学資金を除き、他の自治体、医療機関等が貸付け

る修学資金と併せて受けることはできない。 

（１） 北海道が貸付ける修学資金 

（２） 旭川医科大学が貸付ける修学資金 

（３） 遠軽町奨学資金貸付基金条例（平成１７年遠軽町条例第５１号）の規定による

奨学資金 

（４） 遠軽町内の医療機関が貸付ける修学資金 

（５） 初期臨床研修又は勤務の指定を条件としない修学資金 

（貸付申請） 

第４条 修学資金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、連帯保証

人２人を立て、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があった場合は、貸付けの適否及び貸付期間を決定し、

その旨を申請者に通知するものとする。 

（連帯保証人） 

第５条 前条第１項に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならな

い。 

２ 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新

たな連帯保証人を立て、町長に届け出なければならない。 



（貸付決定の取消し等） 

第６条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消さなけれ

ばならない。 

（１） 修学資金の貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）が、貸付けを辞退し

たとき。 

（２） 旭川医科大学を退学したとき。 

（３） 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。 

（４） その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められると

き。 

２ 借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた

日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分の修学資金の貸付けを停止する

ものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けされた修学資金があ

るときは、当該修学資金は、借受者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として

貸付けされたものとみなす。 

３ 町長は、前項の規定により修学資金の貸付けを停止した場合（借受者が疾病その他や

むを得ない理由により休学した場合に限る。）において必要があると認めるときは、第

３条第２項に定める貸付期間にかかわらず、第４条第２項の規定により決定した期間を

延長することができる。 

（返還の債務の免除） 

第７条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けた修学資金の返還の債務

の全部を免除するものとする。 

（１） 借受者が、旭川医科大学を卒業した日から１年を経過する日の属する月の月末

までに医師国家試験に合格し、当該医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から

初期臨床研修については、２年間のうち１年以上を遠軽町内の医療機関、他の期間は

旭川医科大学病院において研修を受け、後期臨床研修については、遠軽町内の医療機

関又は旭川医科大学病院のプログラムに沿って、初期臨床研修終了後５年以内に２年

以上研修を受けたとき。 

（２） 借受者が、前号に規定する期間中に当該臨床研修上の事由により死亡し、又は

当該臨床研修に起因する心身の故障のため当該臨床研修の継続が困難であると認めら

れるとき。 

（返還） 

第８条 借受者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該事由の生じ

た日の属する月の翌月の末日まで（第１０条の規定により返還の債務の履行が猶予され

たときは、当該猶予期間満了後１月以内）に貸付けを受けた修学資金を返還しなければ

ならない。 



（１） 第６条第１項の規定により貸付けの決定が取り消されたとき。 

（２） 借受者が、次のいずれかに該当するとき。 

ア 旭川医科大学を卒業した日から１年を経過する日の属する月の末日までに医師国

家試験に合格しなかったとき。 

イ 第７条第１号に規定する初期臨床研修及び後期臨床研修を受けなかったとき。 

（違約金等） 

第９条 町長は、借受者が前条の規定に該当する場合は、当該貸付けをした日から貸付期

間が満了した日（前条第１号の規定に該当するときは、当該貸付けの決定を取り消した

日）までの期間に応じ、貸付けた額につき年１０パーセントの割合で計算した違約金を

徴収する。 

２ 町長は、借受者が修学資金を正当な理由なく返還すべき日までに返還しなかったとき

は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年１

５パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。 

３ 町長は、特別の事情があると認めるときは、第１項の違約金又は前項の遅延利息の全

部又は一部を免除することができる。 

（返還の猶予） 

第１０条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める期

間、貸付けた修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。 

（１） 第６条第１項各号（第２号を除く。）の規定により貸付けの決定を取り消され

た後も引き続き旭川医科大学に在学しているとき 在学する期間 

（２） 心身の故障、災害その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが

困難になったと認められるとき その理由が継続する期間 

（返還の債務の減免） 

第１１条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債

務の全部又は一部を減免することができる。 

（１） 死亡したとき。 

（２） 重度の心身障害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難

であると認められるとき。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１１日条例第１３号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 



○遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付条例（平成２７年遠

軽町条例第２８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目

的とする。 

（指定医療機関） 

第２条 条例第３条第４項に規定する町長が指定する医療機関は、旭川医科大学病院及び

北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院並びに初期臨床研修における地域医療実習

を行う遠軽町内の協力医療機関とする。 

（貸付申請） 

第３条 条例第４条第１項の規定による申請は、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資

金貸付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 誓約書（様式第２号） 

（２） 戸籍抄本又はこれに代わる書面 

（３） 在学証明書 

（４） その他町長が必要と認める書類 

（借用証書の提出） 

第４条 条例第４条第２項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者は、遠軽町旭川医

科大学医師養成確保修学資金借用証書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する借用証書の作成に要する費用は、当該通知を受けた者の負担とする。 

（修学資金の交付） 

第５条 修学資金は、毎月交付する。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、

数月分を併せて交付することができる。 

（連帯保証人の変更の届出） 

第６条 条例第５条第２項の規定による連帯保証人の変更がある場合は、連帯保証人変更

届出書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

（貸付期間の延長） 

第７条 条例第３条第２項ただし書又は第６条第３項の規定による貸付期間の延長を受け

ようとする者は、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金貸付期間延長申請書（様式

第５号）にその事由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

２ 条例第３条第２項ただし書の規定による町長が特に必要と認める場合とは、次に掲げ

る場合とする。 

（１） 修学資金の貸付けを受けた者（以下「借受者」という。）が留年をしたとき。 

（２） 借受者が旭川医科大学を卒業した年度の医師国家試験に不合格となったとき。 



３ 町長は、第１項に規定する申請書を受理したときは、貸付期間の延長の可否を決定し、

借受者にその旨を通知するものとする。 

（返還の債務の免除の通知） 

第８条 町長は、条例第７条の規定により返還の債務の免除を行ったときは、借受者（当

該借受者が死亡した場合にあっては、その遺族又は連帯保証人）にその旨を通知するも

のとする。 

（違約金等の徴収の方法） 

第９条 条例第９条第１項の規定による違約金及び同条第２項の規定による遅延利息は、

修学資金の返還を受ける際に徴収するものとする。 

（違約金等の減免） 

第１０条 条例第９条第３項の規定による違約金又は遅延利息の全部又は一部の免除を受

けようとする者は、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金返還金等減免申請書（様

式第６号）にその事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定する申請書を受理したときは、違約金又は遅延利息の全部又は一

部の免除の可否を決定し、借受者にその旨を通知するものとする。 

（返還の猶予） 

第１１条 条例第１０条の規定による返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、遠

軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金返還猶予申請書（様式第７号）にその事由を証

明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、貸付けた修学資金の返還の債務の

履行の猶予の可否を決定し、借受者にその旨を通知するものとする。 

（返還の債務の減免） 

第１２条 条例第１１条の規定により修学資金の返還の債務の全部又は一部の減免を受け

ようとする者は、遠軽町旭川医科大学医師養成確保修学資金返還金等減免申請書（様式

第６号）にその事由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、修学資金の返還の債務の全部又は

一部の減免の可否を決定し、借受者にその旨を通知するものとする。 

（届出義務） 

第１３条 借受者は、貸付けを受けた修学資金の返還の債務を免除されるまでの間又は返

還を終了するまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、

その旨を当該各号に定める届出書により町長に届け出なければならない。 

（１） 氏名又は住所を変更したとき 氏名等変更届出書（様式第８号） 

（２） 旭川医科大学を卒業又は退学したとき 卒業（退学）届出書（様式第９号） 

（３） 休学又は停学の処分を受けたとき 休学（停学）届出書（様式第１０号） 

（４） 復学したとき 復学届出書（様式第１１号） 



（５） 医師国家試験に合格したとき 医師免許取得届出書（様式第１２号） 

（６） 条例第７条第１号に規定する初期臨床研修を開始又は終了したとき 初期臨床

研修開始（終了）届出書（様式第１３号） 

（７） 条例第７条第１号に規定する後期臨床研修を開始又は終了若しくは２年以上受

けたとき 後期臨床研修開始（終了・期間満了）届出書（様式第１４号） 

（８） 臨床研修を中止若しくは休止したとき又は臨床研修に復帰したとき 臨床研修

中止（休止・復帰）届出書（様式第１５号） 

（連帯保証人の届出義務） 

第１４条 借受者は連帯保証人が住所、氏名又は職業の変更をしたときは、速やかに、そ

の旨を連帯保証人住所等変更届出書（様式第１６号）により町長に届け出なければなら

ない。 

（死亡届の提出） 

第１５条 借受者が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、速やかに、その旨を借

受者死亡届出書（様式第１７号）に当該借受者の死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍

抄本を添えて町長に届け出なければならない。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１１日規則第４号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


